


第８４回国民スポーツ大会競技施設基準について

　第８４回国民スポーツ大会における競技施設面での準備を計画的かつ円滑に推進する
ため、競技施設に係る主な基準等を定めたものである。

１　この基準は、国民スポーツ大会開催基準要項細則第２項（※）に規定する施設
　基準、各競技の競技規則及び先催県の例に基づき定めたものである。

２　この基準に定めるもののほか、細部については、それぞれ各競技の競技規則に
　よる。

３　大会運営上、管理上必要な施設・面積等については、規則等に明確な定めのあ
　るものを除き省略してあるものがあり、関連するスペース、施設の確保がさらに
　必要になる場合がある。

４　この基準は、県・開催市町村等において、各中央競技団体等と調整を行い、弾
　力的な運用ができるものとする。

５　この基準に記載した内容については、今後、国民スポーツ大会開催基準要項・
　競技規則等の改訂に伴い、変更されることがある。

 ※ 国民スポーツ大会開催基準要項細則第２項（公益財団法人日本スポーツ協会）

　 大会の競技施設は既存施設の活用に努め、施設の新設・改修等にあたっては、大
 会開催後の地域スポーツ振興への有効的な活用を考慮し、必要最小限にとどめるも
 のとする。
　 なお、本施設基準は、会場地市町村等が各競技場を整備する上での基準であり、
 開催県および市町村等において各中央競技団体との調整を行い弾力的に運用できる
 ものとする。

《 競 技 施 設 基 準 の 見 方 》

　○「基準」及び「摘要」欄

　　　国民スポーツ大会開催基準要項細則に定められている事項を記載。
　　　（注）「規定」とは、各競技団体が定める規定をいう。

　○「基準の主な内容」欄

　　　競技場に関し、各競技団体の競技規則等に定められているもので主な内容
　　を記載。
　　　〔 〕内は、各競技団体の定める競技規則等の名称等を記載。

　○「配慮すべき事項」欄

　　　各競技団体の競技規則等に定めはないが、運営上、競技会の安全な開催、
　　先催県の例等から検討が必要と考えられる事項を記載。

　○「先催県の事例」欄

　　　先催県における、施設基準の弾力的な運用の事例を記載。
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競技番号

　（公社）日本山岳・スポーツクライミング 　高さ12m以上、ルート長さ15m以上の幅3m
　以上のルートを同時に2本以上設定できる
　リード施設
　高さ5m、面積60㎡のボルダー施設2基
　1会場で実施

競技場は、基本的には次のとおりとする。

1　リード競技
（1）　ウォールは以下の仕様による。
　　①  ウォールは、ルートの長さで15ｍ以上が設定できるもの、高さは12ｍ以上を必要とする。　
　　②　ルートの幅は、3ｍ以上とする。
　　③　ルートは、2ルート以上同時に設定可能な近似形態とする。
　　④　ウォールの設置場所が室外の場合は、雨天対策を施すものとする。
　　⑤　ウォールの構造上あるいは立地上、オンサイト方式に抵触する可能性がある場合、
　　　　 ルート･セッターが設定したルートを隠すことができるカーテン等の装置を施すものとする。
　　⑥　ウォールの設置場所が室内の場合は、空調設置等で温度変化が少なくなるように留意する。

（2）　アイソレーション・ゾーンは、以下の仕様による。
　　①　原則として当日競技をする選手・監督を収容するスペースを有しなければならない。
　　　 また、できるだけウォールに隣接して設置されることが望ましい。
　　②　ウォームアップ用のウォール（原則として高さ3m、幅5m以上）を2面以上設けなければならない。
（3）　ウォールに隣接して、ルートが見えない場所にコール・ゾーン（原則として競技者8名以上を収容
　　できる場所）を設置しなければならない。また、競技者をアイソレーション・ゾーンから輸送するのに
　　時間がかかる場合は、簡便なウォームアップ用ウォールを用意しなければならない。
（4）　審判席は、ルートを見渡せる正面及び側面の位置に設置しなければならない。
（5）　審判用器具としてビデオカメラ、モニターテレビ、ストップウォッチ及び観客・選手用大型時計(モニ
　　 ター)を設置する。
（6）　その他のウォール及び審判に係る施設、器具の詳細は、国体山岳競技運営の手引きによる。

競技名 　　　スポーツクライミング（その１） 29

基準 摘要
　協会が適当と認めるリード施設および
　ボルダー施設

基　　　　準　　　　の　　　　主　　　な　　　内　　　　容

15m～

12m～

3m～

ルートの長さは15ｍ以上とする

ルートの幅は3m以上とし、
同時に2本以上を設定する
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競技番号

2　ボルダー競技
（1）　ウォールは、以下の仕様による。
　①　ウォールの高さは、マット面から５ｍ以内とする。
　②　ウォール数は、１基に２ルート以上とれる仕様のもので合計２基とする。
　③　ウォールの壁面積は、１基あたり６０㎡とする。
　④　観客席から見やすいようにウォールは壇上に設置されなければならない。
　⑤　ウォール２基は、お互いのルート(プロブレム)が見えないように遮蔽などの対策を施すこと。
　⑥　ウォールの傾斜は、９０度以上とする。
　⑦　ウォールのパネルは、交換できなくてもよいが、立体的な構造が望ましい。
　⑧　ウォール２基の間には、選手の休憩場所を設置し、休憩場所から競技が見えないようにすること。
　⑨　ウォールの設置場所が室外の場合は、雨天対策を施すものとする。
　⑩　必要に応じて、ルート・セッターが設定したルートを隠すことができるカーテン等の装置を施すもの
　　 とする。
　⑪　安全対策のため、ウォールの下には壁上部から選手が墜落した場合にも十分な安全が確保でき
　　 るようなマットを設置するものとする。
　⑫　ウォールの設置場所が室内の場合は、空調設置等で温度変化が少なくなるように留意する。
（2）　アイソレーション・ゾーンは、以下の仕様による。
　①　アイソレーション・ゾーンは、原則として当日競技をする選手・監督を収容するスペースを有しなけ
　　 ればならない。また、できるだけウォールに隣接して設置されることが望ましい。
　②　アイソレーション・ゾーンには、ウォームアップ用のウォール(原則として高さ３ｍ、幅５ｍ以上）を２
　　 面以上設けなければならない。
（3）　ウォールに隣接して、ルートが見えない場所にコール・ゾーン(原則として競技者８名以上を収容
　　できる場所）を設置しなければならない。また、競技者をアイソレーション・ゾーンから輸送するのに
　　時間がかかる場合は、簡便なウォームアップ用ウォールを用意しなければならない。
（4）　審判席は、ルートを見渡せる正面及び側面の位置に設置しなければならない。
（5）　審判用器具としてビデオカメラ、モニターテレビ、ストップウォッチ及び観客・選手用大型時計
　　(モニター)を設置する。
（6）　競技時間ごとに鳴るブザーを設置する。
（7）　その他のウォール及び審判に係る施設、器具の詳細は、国体山岳競技運営の手引きによる。

〔（公社）日本山岳・スポーツクライミング協会「山岳競技施設認定規則」から抜粋〕

（配慮すべき事項）
○ボルダー競技とリード競技は隣接した施設を会場とする。
○ボルダー競技のウォール設置場所は、屋内とすることが望ましい。

　　（先催県の事例）

競技名 　　　スポーツクライミング（その２） 29

基　　　　準　　　　の　　　　主　　　な　　　内　　　　容

マット

5m以内

遮
蔽
物
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